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これまでの環境アセスメントの課題

• アセスメントの実施時期の早期化：事業レベル
からより早い段階へ

• 計画、政策、法制度によって規定される環境影
響への対応

• 累積的影響への対処

→都市の成長管理の必要性



意思決定プロセスの諸段階

政策

計画 A

事業 A 事業B 事業 C

計画B 計画 C

戦略的環
境アセス

計画アセス

事業アセス



国際影響評価学会（IAIA）による定義

定義：

提案された政策や計画により生じる環境面への影響
を評価する体系的なプロセス

目的：

① 意思決定のできるだけ早い適切な段階で、

② 経済的・社会的な配慮と同等に環境の配慮が十分
に行われ、

③ 適切な対策がとられることを確実にすること



よりよい戦略アセスのための要件（例）

• 政策・計画段階での実施

• （ノーアクションも含めた）複数案の
比較検討

• 環境面と社会経済面との比較考量

• プロセスの公開性



持続可能な発展のためのイメージ

社会面

環境面

               経済面

環境と経済の

統合

公正な

環境保護

市民のた
めの地域
経済

都市・地域の成長管理



SEAと他の政策や事業との関連

Sadler (1994)



計画プロセスにおけるアセスメントの
様々な適用可能性
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個別事業の
実施段階

個別事業の
計画段階

個別セクターの
計画段階

複数セクター／広
域を対象とした

計画段階

事業段階のアセスメントの初期（配慮書）段階

計画段階に特化したアセス制度の事例

風力発電施設を対象としたゾーニング事例

オランダやバングラデシュにおける適用事例



個別事業の実施段階での適用
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自治体における事業計画（配慮書）段階の
環境配慮規定
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A

B

C
D

E

A
規定があり、法第ニ種事業において法
の配慮書を実施しなかった法対象事業
にも適用

B
規定があり、「法第ニ種事業において法
の配慮書を実第しなかった法対象事業
にも用される」が公共事業等に限定

C 規定があり、法対象事業には適用され
ないが、全ての条例対象事に適用

D 規定があり、条例対象事業に適用され
る」が公共事業等に限定

E 規定なし

環境アセスメントネットワークより作成



事業計画段階の環境配慮に対する
住民意見の聴取
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あり なし

環境アセスメントネットワークより作成



長野県における手続きの流れ

12
長野県ウェブサイト
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/kurashi/kankyo/ekyohyoka/hyoka/kankyoueikyouhyouka2.html



長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）
事業に係る計画段階環境配慮書

の事例
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https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/kurashi/kankyo/ekyohyoka/hyoka/tetsuzukichu/sakusimega/h
airyosyo.html



事業計画の概要とおおよその位置
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• 計画地は約130haの区域で、現
況の土地利用は主に山林

• 本事業の発電容量は約30MWで
あり、発電した電力は電力会社
（中部電力株式会社を予定）に販
売する予定

• 電力会社への送電線の接続は、
計画地から約12km地点にある電
力会社の鉄塔まで送電線（地下
埋設）により行う予定

長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業
に係る計画段階環境配慮書



複数案の考え方

• 各複数案に共通する基本方針
– 発電容量約30MW を有する太陽光パネルの設置や調整池等を想
定した用地として、計画地約130ha（図の計画地範囲）の範囲内に
おいて、敷地面積約80～90haを確保する。

– 緩傾斜の斜面に太陽光パネルを配置することし、施工性、安全性
等の観点から傾斜30 度以上の斜面には太陽光パネルを設置しな
い。

– 計画地内北西側及び南側に位置する水道水源（東地水源：湧水及
び深井戸）の機能を保全する。

– 「森林法に基づく林地開発許可申請の手引」（平成28 年４月、長野
県）に基づき、森林率25％以上を確保する。

• 複数案の設定方針
– 太陽光パネルの配置に違いを持たせて、複数案を設定する。

15
長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業
に係る計画段階環境配慮書



３つの複数案

16
長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業
に係る計画段階環境配慮書



水象に対する評価結果
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長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業
に係る計画段階環境配慮書



本事業による植物への影響（計画地内の植生）
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長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業に係る計画段階環境配慮書



景観に対する評価結果

19長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業に係る計画段階環境配慮書



総合評価の結果
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A案 B案 C案

長野県佐久市メガソーラー発電所（仮称）事業に係る計画段階環境配慮書



個別事業の計画段階での適用
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自治体における計画段階のアセスを
対象とした要綱

• 埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱（H14)
• 広島市多元的環境アセスメント実施要綱（H16)
• 千葉県計画段階環境影響評価実施要綱（H20)
• 静岡県計画段階環境影響評価実施要綱（H25)
• 千葉市計画段階環境影響評価実施要綱（H26)

22

環境アセスメントネットワークより作成



埼玉県における戦略的アセスメントの位置づけ
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埼玉県戦略的環境アセスメント基本構想（H13）



対象計画等の原案の設定要素

24埼玉県戦略的環境影響評価技術指針(H27)



環境面の調査、予測、評価に係る
環境要素の範囲

25埼玉県戦略的環境影響評価技術指針(H27)



関連する社会経済面の調査、推計に係る
社会経済要素の範囲
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埼玉県戦略的環境影響評価技術指針(H27)



鉄道延伸の事例











個別セクターの計画段階の適用
ー風力ゾーニングの事例ー

32



風力発電事業の計画プロセス

33

畦地ほか
（2013）



34風力発電施設に関するゾーニング手法の位置づけ



ゾーニング手法の考え方
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- 自然公園等
- 居住地域
- 野生生物、生態系
- 景観
- 自然災害への影

響
- …

- 風況
- インフラ整備の状況
- 地形
- …

関係者との
協議

• 保全を優先
• 促進を優先
• 要調整

エリアの分類例
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エリアのカテゴリー分け（例）

（環境省：ゾーニング手法マニュアル）
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 これまでに以下の16の地方公共団体において風力発電の導入に向けたゾーニングの取組が行わ
れた。

 ゾーニングの成果を報告書に取りまとめて公表している。
http://assess.env.go.jp/3_shiryou/3-1_government/reportdetail.html? &kid=11

○長崎県新上五島町
陸上風力・洋上風力

○長崎県西海市
陸上風力・洋上風力

○徳島県鳴門市
洋上風力

○北海道八雲町
陸上風力

○宮城県
陸上風力・洋上風力

○静岡県浜松市
陸上風力・洋上風力

○青森県
洋上風力

○北海道寿都町
陸上風力・洋上風力

○北海道石狩市
陸上風力・洋上風力

☆秋田県にかほ市
   陸上風力

☆岩手県久慈市
洋上風力

☆新潟県  
洋上風力

☆長崎県
洋上風力

☆徳島県阿南市
洋上風力

☆和歌山県
洋上風力

○☆福岡県北九州市
洋上風力

ゾーニング事業
○モデル事業（H28～H30） 10自治体
☆実証事業 （H30～R2）     7自治体

地方公共団体によるゾーニングの取り組み

Ministry of the Environment

環 境 省
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改正温対法にもとづく地域脱炭素化促進事業制度の体系

• 温対法の改正で創設された地域脱炭素化促進事業制度は、円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地
域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ事業の導入を促進するものです。

• この制度において市町村は、国や都道府県が定める環境保全に係る基準に基づき促進区域等を設定し、地域と
共生する再エネ事業の導入を促進します。

環境省(2022)：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第２版）
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その他のエリア 除外すべき区域市町村が考慮すべき区域・
事項

国の基準（全ての地域脱炭素化促進施設に共通）

都道府県基準（地域脱炭素化促進施設の種類ごとに設定）

促進区域の候補となるエリア

社会的
配慮等
の観点
より
除外

環境保
全の観
点より
除外

「促進区域」の設定

 国・都道府県基準、市町村として環境保全・社会的配慮が必要なエリア等を踏まえ、関係機関等との調整のうえ、
促進区域を設定し、市町村の実行計画を策定。

 設定に当たっては、土地利用やインフラのあり方も含め、長期的に望ましい地域の絵姿を検討すること、すなわ
ち、まちづくりの一環として取り組むことが重要であることなどから、広域で検討する「広域的ゾーニング型」が
理想的な考え方。

 短・中期的な再エネ導入の観点からは、「地区・街区指定型」、「公有地・公共施設活用型」、「事業提案
型」といった促進区域の抽出方法の考え方もあり、状況に応じて検討。

その他のエリア 除外すべき区域市町村が考慮すべき区域・事項国

都道府県

市町村
都道府県
の基準に
より除外

国の基準より
除外

環境省(2022)：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第２版）に一部追記
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促進区域の設定に関する基準

 市町村は、国や都道府県が定める環境保全に係る基準に基づき、促進区域を定める必要がある。
 国の基準においては、全国一律で促進区域から除外すべき区域などについて規定。

国の基準
促進区域から除外すべき区域

原生自然環境保全地域
自然環境保全地域 自然環境保全法

国立/国定公園の特別保護地
区・海域公園地区・第１種特別
地域

自然公園法

国指定鳥獣保護区の
特別保護地区 鳥獣保護管理法

生息地等保護区の管理地区 種の保存法

市町村が考慮すべき区域・事項※

区域

国立公園、国定公園
（左表の区域以外の区域） 自然公園法

生息地等保護区の監視地区 種の保存法
砂防指定地 砂防法
地すべり防止区域 地滑防止法
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地法
保安林であって環境の保全に関するも
の 森林法

事項
国内希少野生動植物種の生息・生
育への支障 種の保存法

騒音その他生活環境への支障 ―
※ 促進区域に含む場合には、指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれ

がないと認められることが必要な区域／促進区域の設定の際に、環境
の保全に係る支障を及ぼすおそれがないと認められることが必要な事項

Ministry of the Environment
環 境 省



新潟市の事例

新潟市太陽光発電及び陸上風力発電に係るゾーニング報告書
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/saiseikanou/kansei20220630.html



関連計画における位置づけ



土地利用に関する情報の区分例



マップの重ね合わせによる判定例



新潟市におけるゾーニングマップ

太陽光発電 陸上風力発電



陸上風力発電を導入した場合の経済波及効果



ワークショップにおけるロールプレイング



複数セクター／広域を対象とした
計画段階への適用例

48



オランダにおける廃棄物処理計画への適用例

• 代替案： 原案 分別の拡大＋焼却

Ⅰ 埋立に重点

Ⅱ 再資源化に重点＋焼却

Ⅲ 再資源化に重点＋埋立

参考 分別を拡大せず焼却

分野 指標

環境中への放出

酸性化

生活影響

気候変動

エネルギー

除去

空間利用

重金属 (水銀とカドミウム) 重芳香族の炭化水素、ダイオキシン、有機化合物

SO2、NO2

悪臭

CO2、CH4など

エネルギー純生産

埋め立てられる残留物、埋め立てられる化学廃棄物、残留物の再資源化

空間の占拠

• 評価項目



予測結果

有害物質/悪影響 単位 現状 政策案 参考案 代替I 代替Ⅱ 代替Ⅲ

拡散

重金属（Hg+Cd） kg 5457 5445 5696 3257 4632 2463

PAH (多重芳香属炭素) kg 62 3.7 3.8 3.1 3.4 2.7

ダイオキシン g 147 4.1 4.3 2.2 3.3 1.5

有機物質 ton 792 202 211 359 228 303

酸性雨（SO2+NO2） Meq.H 222 107 111 68 99 53

生活影響 悪臭 1012ge 17 55 43 45 9 9

気候変動 CO2 CH4 kton 4349 -1496 -1525 -175 -1526 -494

エネルギー Pj 6.2 20.9 21.5 11.4 20.1 -9.6

除去

投棄残存物 kton 220 398 402 548 359 894

投棄化学廃棄物 kton 118 164 164 76 165 49

再利用可能残存物 kton 637 1802 1891 1316 1502 1043

空間占拠 ha 79 29 28 46 32 50
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52
Netherlands commission for environmental assessment   https://www.eia.nl/en/projects/7319



戦略アセスの対象

53

• バングラデシュの南西地域と
沿 岸 部 に 位 置 す る
Sundarban保護区が対象

• 保護区の一部が世界遺産に
指定されており、この遺産の
価値が外部開発によって影
響を受けるため、ユネスコか
ら要請

• この地域の今後の開発に伴
う環境、社会経済影響の把握
を目的

• SEAの地理的範囲は、これら
の外部開発の評価を可能に
するために、南西地域にまで
拡大。

• 今後20年間の開発状況を３
つのシナリオを設定して評価

Netherlands commission for environmental assessment   https://www.eia.nl/en/projects/7319



環境面の影響検討項目

• 汚染と廃棄物（固体および液体）：地表水汚染汽水と海水地下水汚染大気汚染土壌汚染
石油廃棄物処理と処分プラスチック

• 河川の水流力学

• 堆積および沈泥（河川および潮汐）、浚渫および処分

• 塩分濃度（地下水、土壌）

• 騒音

• 生息地の孤立

• 生物多様性の損失

• 侵略的外来種（IAS）
• 河岸浸食

• 気候変動（海面上昇、塩水の浸入、不規則な降雨と分布、平均気温の上昇、サイクロンと高
潮、温室効果ガス排出量）

• 洪水と湛水（淡水の洪水（雨による）、上流の潮位、排水インフラと管理の不備）

• 工業化（発電-石油、ガス、石炭、パイプライン、石油セメント生産、レンガ生産、経済特区）

• 都市化

• 土地利用の変化

• 保護地域の保全

54
Netherlands commission for environmental assessment   https://www.eia.nl/en/projects/7319



社会・経済面の影響検討項目

• 生計：経済セクター間のコンフリクト、資源へのアクセス（Sundarbansなど）、塩害
• 移住
• 健康と衛生（水を媒介とする病気、呼吸器系疾患、塩害関連疾患）
• 食事
• 家事や野焼きによる汚染

• 室内空気汚染による健康への悪影響（主に粒子状物質と多環芳香族炭化水素に
よる汚染）

• 不十分な医療施設とアクセス、水のヒ素汚染、灌漑米のヒ素汚染の可能性
• ジェンダー関連問題
• 教育（中退や出席率の低下、環境に対する意識の低さ）
• 伝統的知識の喪失
• 文化・自然遺産の喪失
• 観光
• 違法行為（密猟、狩猟、毒物漁、違法伐採、野生動物産物の不法取引、汚職）
• 制度上の問題

55
Netherlands commission for environmental assessment   https://www.eia.nl/en/projects/7319



環境面の影響評価例

56
Netherlands commission for environmental assessment   https://www.eia.nl/en/projects/7319



社会・経済面の評価例

57



今後にむけて
• 他の計画システムとの関係の明確化

• 環境基本計画を含む他の基本計画との関係

• 個々の計画制度における手続きとの調整

• 行政内部の事業主体と評価主体の関係（公共事業の場合）

• 複数案の特定

• 空間的、時間的範囲

• ゼロオプション（ノーアクション）設定の是非

• 予測手法の具体化

• 政策や計画レベルにおける不確実性の高い環境影響

• 定量と定性の中間的な手法の検討

• 総合評価の手法の体系化

• 求められる環境影響の側面と社会経済的側面の総合化

• 持続可能性に関する指標の開発

• 段階に応じた関与の仕組みづくり

• 参加する主体の範囲

• 抽象性が高い問題に対するわかりやすい提示手法の開発

• 第三者機関としての専門家の役割
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